
TOPICSTOPICS
新たに始まる制度・事業や、生活に身近な話題などをお知らせします新たに始まる制度・事業や、生活に身近な話題などをお知らせします
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施
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市
で
は
、
希
望
す
る
65
歳
以
上
の
か

た
へ
の
接
種
を
進
め
る
た
め
、
２
つ
の

集
団
接
種
会
場
と
７
つ
の
医
療
機
関
の

ほ
か
、
市
内
医
療
機
関
で
接
種
が
で
き

る
よ
う
、
各
医
療
機
関
と
調
整
を
し
て

い
ま
す
。
こ
れ
に
よ
り
、
40
程
度
の
市

内
医
療
機
関
が
接
種
会
場
と
な
る
予
定

で
す
が
、
医
療
機
関
に
直
接
予
約
は
で

き
ま
せ
ん
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　
接
種
会
場
と
な
る
医
療
機
関
に
つ
い

て
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
な
ど
で
公
表

し
て
い
き
ま
す
。

　
2
回
目
の
接
種
予
約
に
つ
い
て
は
、

1
回
目
の
ワ
ク
チ
ン
接
種
時
に
、
1
回

目
の
接
種
と
同
じ
会
場
（
一
部
会
場
を

除
く
）
で
市
が
指
定
し
た
日
（
３
～
６

週
間
隔
）
を
ご
案
内
す
る
た
め
、
再
度

予
約
の
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。
別
の
会

場
や
日
程
を
希
望
す
る
場
合
は
、
自
身

で
変
更
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

※
現
在
、
深
谷
市
で
は
２
回
目
ま
で
の

接
種
間
隔
を
最
長
６
週
間
と
し
て
い
ま

す
。
理
由
は
、
よ
り
多
く
の
か
た
に
1

回
目
の
接
種
を
受
け
て
い
た
だ
き
、
集

団
免
疫
の
獲
得
を
早
め
る
こ
と
が
市
に

と
っ
て
最
善
の
方
法
と
判
断
し
た
か
ら

で
す
。
世
界
保
健
機
関
（
W
H
O
）
や

ア
メ
リ
カ
な
ど
で
は
、
す
で
に
接
種
間

隔
６
週
間
を
実
施
し
て
お
り
、
こ
れ
を

参
考
に
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

65
歳
以
上
の
か
た
へ
の

ワ
ク
チ
ン
接
種
体
制
を
拡
大
し
ま
す

65
歳
以
上
の
か
た
の
2
回
目
接
種
に
つ

い
て

【
介
護
保
険
料
の
改
定
】

　
３
年
ご
と
に
介
護
保
険
事
業
計
画
の

見
直
し
を
行
い
、令
和
３
～
５
年
度
の
65

歳
以
上
の
か
た
の
介
護
保
険
料
を
左
表

の
と
お
り
改
定
し
ま
し
た
。

　
介
護
保
険
は
介
護
保
険
法
に
よ
り
定

め
ら
れ
て
い
る
制
度
で
あ
り
、40
歳
以
上

の
か
た
が
全
員
納
め
る
保
険
料
と
、国

や
地
方
公
共
団
体
の
負
担
金
や
利
用
者

負
担
を
財
源
に
運
営
さ
れ
て
い
ま
す
。介

護
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
て
い
な
い
場
合
で

も
、保
険
料
を
納
め
て
い
た
だ
き
ま
す
。

【
納
付
方
法
】

　
原
則
、特
別
徴
収
で
す
が
、65
歳
に

な
っ
た
年
度
の
み
普
通
徴
収
で
す
。

※
保
険
料
の
納
め
方
は
法
律
で
定
め
ら

れ
て
お
り
、個
人
で
選
択
で
き
ま
せ
ん
。

1
特
別
徴
収（
年
金
天
引
き
）

　
年
金
が
年
額
18
万
円
以
上
の
か
た
が

対
象
で
す
。

　
た
だ
し
、開
始
ま
で
に
、半
年
か
ら
１

年
ほ
ど
か
か
る
た
め
、そ
れ
ま
で
の
間

は
普
通
徴
収
と
な
り
ま
す
。

　
な
お
、天
引
き
の
介
護
保
険
料
の
金

額
は
、通
帳
に
は
記
帳
さ
れ
ま
せ
ん
。

2
普
通
徴
収（
納
付
書
で
納
付
ま
た
は

口
座
振
替
）

　
年
金
が
年
額
18
万
円
未
満
の
か
た
、

老
齢
福
祉
年
金
お
よ
び
恩
給
の
み
受
給

し
て
い
る
か
た
な
ど
が
対
象
で
す
。

　
送
付
さ
れ
た
納
付
書
で
、納
期
限
ま

で
に
市
や
金
融
機
関
の
窓
口
で
、納
付

し
て
く
だ
さ
い
。

　
普
通
徴
収
で
は
、希
望
す
る
納
期
分

か
ら
引
き
落
と
し
を
開
始
す
る
口
座
振

替
も
利
用
で
き
ま
す
。口
座
振
替
は
、特

別
徴
収
と
は
異
な
り
ま
す
の
で
、混
同

し
な
い
よ
う
ご
注
意
く
だ
さ
い
。口
座

か
ら
振
り
替
え
た
こ
と
の
領
収
書
は
、

発
行
さ
れ
ま
せ
ん
の
で
、通
帳
記
帳
に

て
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

※
介
護
保
険
料
を
滞
納
す
る
と
、そ
の

未
納
期
間
に
応
じ
て
自
己
負
担
の
割
合

が
上
が
る
場
合
や
、高
額
介
護
サ
ー
ビ

ス
費
の
支
給
を
受
け
ら
れ
な
く
な
る
場

合
が
あ
り
ま
す
の
で
、ご
注
意
く
だ
さ

い
。

※
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影

響
に
よ
り
納
付
が
困
難
な
か
た
は
、ご

相
談
く
だ
さ
い
。

令和3年度の介護保険料

所得
段階 対象者 年額保険料

（算定式）

１

・本人および世帯全員が住民税非課税で、
　①老齢福祉年金受給者のかた
　②前年の合計所得金額と課税年金収
　　入額の合計が80万円以下のかた
 
・生活保護受給者

20,880円
（基準額×0.3）

２
本人および世帯全員が住民税非課税
で、本人の前年の合計所得金額と課税
年金収入額の合計が80万円を超え
120万円以下のかた

31,320円
（基準額×0.45）

３
本人および世帯全員が住民税非課税
で、本人の前年の合計所得金額と課税
年金収入額の合計が120万円を超える
かた

48,720円
（基準額×0.7）

４
世帯の誰かに住民税が課税されている
が、本人が住民税非課税で、前年の合
計所得金額と課税年金収入額の合計
が80万円以下のかた

62,640円
（基準額×0.9）

５
世帯の誰かに住民税が課税されている
が、本人が住民税非課税で、前年の合
計所得金額と課税年金収入額の合計
が80万円を超えるかた

69,600円
（基準額）

６ 本人が住民税課税で、前年の合計所
得金額が120万円未満のかた

83,520円
（基準額×1.2）

７
本人が住民税課税で、前年の合計所
得金額が120万円以上210万円未満
のかた

90,480円
（基準額×1.3）

８
本人が住民税課税で、前年の合計所
得金額が210万円以上320万円未満
のかた

104,400円
（基準額×1.5）

９
本人が住民税課税で、前年の合計所
得金額が320万円以上600万円未満
のかた

121,800円
（基準額×1.75）

10 本人が住民税課税で、前年の合計所
得金額が600万円以上のかた

132,240円
（基準額×1.9）

※合計所得金額に給与所得または公的年金等に係る所得が含まれ
る場合は、これらの所得金額から10万円を控除した金額（控除
後の額が0円を下回る場合は0円）で所得段階を判定します。

※令和元年10月の消費税率引上げに伴い、住民税非課税世帯を対
象に保険料が軽減されています。

令
和
３
年
度
介
護
保
険
料

問
い
合
わ
せ　
大
里
広
域
市
町
村
圏
組
合
介
護
保
険
課
（
う
５
０
１
‐
１
３
３
０
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
長
寿
福
祉
課
（
う
５
７
４
‐
８
５
４
４
）

　大規模接種会場の設置および企業・大学の職域接種の
開始状況を踏まえ、7月2日㈮より64歳以下のかたへ接
種券を順次発送します。

　下記に示すかたが優先接種の対象となり、それ以外のかたの接種は優先接種対
象者の後となります。接種時期など詳しくは、市ホームページや広報ふかや8月号
などで周知しますので、ご確認ください。

新型コロナウイルスワクチン接種

より

７2㈮ 64歳以下
接種券

予約開始は8月から

のかたへ
を発送します

▪基礎疾患を有するかた

※基礎疾患を有するかたおよびエッセンシャルワーカーについて詳しくは市
ホームページをご確認ください。

▪高齢者の介護者、障害者の同居家族
▪エッセンシャルワーカー

自衛隊大規模接種センター
でのワクチン接種

県の集団接種

接種場所（東京会場）　大手町合同庁舎3号館
（東京都千代田区大手町1-3-3）
対象　接種券を持つ18歳以上のかたで1回目
の接種のかた

接種場所（県北会場）　熊谷文化創造館さ
くらめいと（熊谷市拾六間111‐1）
対象　（9月まで） エッセンシャルワーカ
ーへ優先的に接種、（10月から） 一般の
かた

※8月以降、県北地域を含む
県内4会場で行われます。

※詳しくは、防衛省ホームペ
ージでご確認ください。

令和3年6月30日時点で深谷市に住民登録のある昭和32年
4月2日～平成17年6月30日生まれのかた（16歳～64歳） 

対象

64歳以下のかたの優先接種対象者64歳以下のかたの優先接種対象者

62021.7. 広報ふかや7 2021.7. 広報ふかや



TOPICS
新たに始まる制度・事業や、生活に身近な話題などをお知らせします深谷市長

小島　進

みんなの声みんなの声みんなの声Ｂ Ｏ Ｘ

　

皆
さ
ん
は
、
隣
の
空
き
家
の
屋
根
や

壁
が
破
損
し
た
り
、
敷
地
内
の
雑
草
や

樹
木
が
伸
び
放
題
に
な
っ
た
り
し
て

困
っ
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
人
口

減
少
や
少
子
高
齢
化
な
ど
の
要
因
に
よ

り
、
空
き
家
が
問
題
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

本
市
で
は
、
他
の
自
治
体
に
先
駆
け

て
、
自
治
会
連
合
会
と
協
定
を
締
結
し
、

空
き
家
の
実
態
調
査
を
実
施
し
て
い
ま

す
。
昨
年
度
は
新
た
に
２
４
７
件
の
空

き
家
を
把
握
し
、
全
体
で
は
１
４
１
７

軒
の
空
き
家
を
把
握
し
ま
し
た
。

　

空
き
家
は
個
人
の
財
産
で
あ
る
た

め
、
市
で
は
空
き
家
の
所
有
者
に
適
正

な
管
理
を
お
願
い
す
る
通
知
を
送
付
す

る
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
対
策
に
よ
り
、
毎

年
１
０
０
軒
以
上
が
解
消
し
て
い
ま
す

が
、
そ
れ
以
上
に
新
た
な
空
き
家
が
発

生
し
て
い
る
状
況
で
す
。

　

空
き
家
の
発
生
原
因
の
半
数
以
上
は

相
続
に
よ
る
も
の
で
す
。
相
続
し
た
空

き
家
の
管
理
や
活
用
の
問
題
は
誰
に
で

も
起
こ
り
う
る
問
題
で
あ
り
、
空
き
家

に
な
る
前
の
段
階
か
ら
、
将
来
誰
が
管

理
す
る
か
を
考
え
て
お
く
こ
と
が
大
切

で
す
。
現
在
の
登
記
状
況
を
確
認
し
て

お
き
、
必
要
な
手
続
き
を
速
や
か
に
行

う
こ
と
で
、
相
続
手
続
き
や
そ
の
後
の

利
活
用
が
し
や
す
く
な
り
ま
す
。

　

ま
た
、
空
き
家
が
原
因
で
、
近
隣
の

か
た
な
ど
に
損
害
が
生
じ
た
場
合
、
賠

償
責
任
が
問
わ
れ
る
こ
と
も
あ
る
た

め
、
適
正
な
管
理
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

　

市
で
は
、
空
き
家
問
題
を
個
人
の
問

題
だ
け
で
は
な
く
、
市
全
体
の
問
題
と

し
て
捉
え
、
空
き
家
対
策
相
談
員
を
配

置
し
、
相
談
や
苦
情
に
迅
速
に
対
応
し

て
い
る
ほ
か
、
無
料
の
法
律
相
談
や
専

門
家
に
よ
る
空
き
家
総
合
相
談
会
を
定

期
的
に
開
催
し
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
空
き
家
バ
ン
ク
の
運
用
や
税

制
上
の
特
例
措
置
、
空
き
家
活
用
ロ
ー

ン
の
紹
介
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
対
策
に

取
り
組
ん
で
い
ま
す
。
こ
れ
か
ら
も
、

皆
さ
ん
が
安
心
し
て
生
活
で
き
る
地
域

づ
く
り
に
取
り
組
ん
で
ま
い
り
ま
す
。

深
谷
の
空
き
家
対
策

　
出
産
後
間
も
な
い
児
童
を
抱
え
る
子

育
て
世
帯
を
支
援
し
、
経
済
的
な
負
担

を
軽
減
す
る
た
め
、
子
育
て
世
帯
支
援

金
を
支
給
し
ま
す
。

　
な
お
、
子
育
て
世
帯
支
援
金
は
、
地

域
経
済
の
活
性
化
を
図
る
た
め
『
地
域

通
貨
ネ
ギ
ー
』で
の
支
給
と
な
り
ま
す
。

支
給
対
象
者

（
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
者
）

▪
対
象
児
童（
０
歳
児
）の
養
育
者（
同

居
し
て
い
る
父
母
な
ど
）

▪
申
請
日
時
点
に
、
対
象
児
童
・
養
育

者
と
も
に
深
谷
市
に
住
民
登
録
が
あ
る
こ

と※
令
和
２
年
４
月
２8
日
～
令
和
３
年
３

月
３1
日
生
ま
れ
の
児
童
も
支
給
対
象
で

す
（
令
和
3
年
度
に
限
る
）。

支
給
額

▪
第
１
子
　
５
万
nネ

ギ

ー

e
g
i

▪
第
２
子
以
降
　
３
万
n
e
g
i

※
第
何
子
の
数
え
方
に
つ
い
て
は
、
申

請
日
に
お
い
て
、
18
歳
に
達
す
る
日
以

後
の
最
初
の
３
月
３1
日
ま
で
に
あ
る
児

童
か
ら
数
え
ま
す
。

※
地
域
通
貨
ネ
ギ
ー
は
、
市
内
の
ネ
ギ

ー
取
扱
店
で『
１
n
e
g
i
＝
１
円
』

と
し
て
利
用
で
き
ま
す
。
ス
マ
ー
ト
フ

ォ
ン
を
利
用
し
た
『
ア
プ
リ
タ
イ
プ
』

と
Q
R
コ
ー
ド
を
印
刷
し
た
『
カ
ー
ド

タイ
プ
』
か
ら
選
択
で
き
ま
す
。

申
請
期
限
　
対
象
児
童
が
満
１
歳
に
な

る
前
日
ま
で

※
令
和
２
年
４
月
２8
日
～
令
和
３
年
３

月
３1
日
生
ま
れ
の
児
童
に
つ
い
て
は
令

和
４
年
３
月
３1
日
㈭
ま
で

申
請
方
法
　
申
請
書
に
必
要
事
項
を
記

入
し
、
問
い
合
わ
せ
先
へ

※
令
和
２
年
４
月
２8
日
～
令
和
３
年
６

月
３0
日
生
ま
れ
の
対
象
児
童
に
つ
い
て

は
、
支
給
対
象
者
あ
て
に
通
知
・
申
請

書
・
返
信
用
封
筒
な
ど
を
送
付
し
ま

す
。
通
知
な
ど
が
届
き
ま
し
た
ら
、
内

容
を
確
認
の
う
え
、
申
請
書
に
必
要
事

項
を
記
入
し
、
原
則
郵
送
で
問
い
合
わ

せ
先
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
７
月
１
日
生
ま
れ
以
降
の
対

象
児
童
に
つ
い
て
は
、
窓
口
で
の
ご
案

内
に
な
り
ま
す
。

　深谷高等学校1年（現2年）　西
に し

澤
ざ わ

慈
や す

晃
あ き

 さん

　父親と別れてから、一気にダダをこねる悪ガキみた

いになってごめんね。何回も大変な思いをさせてし

まったけど、一回も辛い表情は見せなかった。それに、

勉強が上手くいかなくて悔しかったときも、いじめを

受けて辛かったときも、いつも支えてくれたよね。本

当にありがとう。家族の支えで今の僕がいる、今もこ

うして生きているんだ。だけど、支えられてばかりじゃ

なくて、僕も家族を支えたい。だからみんなで支え合っ

て、頑張っていこう。本当に、ありがとう。

家族へ

最優秀賞

高校生・大学生の部

問い合わせ　キララ上柴行政サービ
スセンター（う572‐5770）、市民
課（う574‐6640）

土・日曜日、祝日（年末年始を除
く）も開庁しているキララ上柴行

政サービスセンターで取得できます。
　また、市役所本庁舎でも電話での事前
予約により、ご指定の日時に市役所本庁
舎警備員室で受け取れます。
【キララ上柴行政サービスセンター】
午前9時～午後5時　(年末年始を除く）
【市役所本庁舎警備員室（受取時間）】
月～金曜日＝午後5時15分～午後８時
土・日曜日、祝日＝午前8時30分～午後8時

住民票の写しが必要ですが、仕事
があり平日の開庁時間内に市役所

に行けません。他に方法はありますか。

Ｑ

Ａ

一
時
的
な
資
金
の
緊
急
貸
し
付
け
の

受
付
期
間
が
８
月
末
ま
で
延
長
さ
れ
ま
し
た

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影

響
に
よ
る
休
業
や
失
業
で
、
生
活
資
金

に
困
っ
て
い
る
方
々
に
向
け
た
『
緊
急

小
口
資
金
』お
よ
び『
総
合
支
援
資
金
』

の
受
付
期
間
が
、
８
月
末
ま
で
延
長
さ

れ
ま
し
た
。

　
貸
し
付
け
の
相
談
や
詳
し
い
内
容
に

つ
い
て
は
、
社
会
福
祉
協
議
会
ま
で
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

生
活
困
窮
者
自
立
支
援
金

　　
緊
急
小
口
資
金
な
ど
の
特
例
貸
付

（
上
段
の
内
容
）
を
利
用
で
き
な
い
世

帯
で
一
定
の
要
件
を
満
た
す
世
帯
を
対

象
に
、『
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
生
活
困
窮
者
自
立
支
援
金
』
を
支
給

し
ま
す
。

　
な
お
、
こ
の
支
援
金
の
対
象
と
な
る

世
帯
に
は
、
市
か
ら
順
次
通
知
を
送
付

し
ま
す
。

対
象
　
総
合
支
援
資
金
の
再
貸
付
を
借

り
終
わ
っ
た
世
帯
、
8
月
ま
で
に
借
り

終
わ
る
世
帯
や
不
承
認
と
な
っ
た
世
帯

※
給
付
を
受
け
る
に
は
、
一定
の
要
件

が
あ
り
ま
す
。

支
給
額（
月
額
）　
単
身
世
帯
＝
６
万
円
、

２
人
世
帯
＝
８
万
円
、
3
人
以
上
世
帯

＝
10
万
円

支
給
期
間
　
7
月
以
降
の
申
請
月
か
ら

３
カ
月
（
申
請
受
付
は
8
月
末
ま
で
）

※
詳
し
く
は
、
市
か
ら
送
付
す
る
通
知

を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

子
育
て
世
帯
支
援
金
と
し
て

『
地
域
通
貨
ネ
ギ
ー
』を
支
給
し
ま
す

問
い
合
わ
せ　
こ
ど
も
青
少
年
課
（
う
５
７
４
‐
６
６
４
６
）

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
と
し

て
の
生
活
支
援

問
い
合
わ
せ　
社
会
福
祉
協
議
会
（
う
５
７
３
‐
６
５
６
３
）
生
活
福
祉
課
（
う
５
７
４

‐
６
６
４
４
）
厚
生
労
働
省
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
（
う
０
１
２
０
‐
４
６
‐
８
０
３
０
）

緊急小口資金 総合支援資金

新型コロナウイルスの影
響を受け、休業などによ
り収入の減少があり、緊
急かつ一時的な生計維持
のための貸し付けを必要
とする世帯を対象に、少
額の費用の貸し付けを行
います。

新型コロナウイルスの影
響を受け、収入の減少や
失業などにより生活に困
窮し、日常生活の維持が
困難になっている世帯を
対象に、生活再建まで一
定期間必要な生活費用の
貸し付けを行います。
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